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京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 

平成３０年６月２９日 改正 

規則第３３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例（平成２７年京丹後市

条例第２５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（経理責任者） 

第２条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置き、係る経費の収支について実務に

あたらせるものとする。 

（交付申請） 

第３条 条例第８条第 1 項の規定による交付申請は、会派にあっては、政務活動費交付申

請書（様式第１号）、無会派議員にあっては、政務活動費交付申請書（様式第２号）に

よるものとする。 

２ 条例第８条第２項の規定による変更交付申請は、会派にあっては、政務活動費変更交

付申請書（様式第３号）、無会派議員にあっては、政務活動費変更交付申請書（様式第

３号の２）によるものとする。 

（交付通知） 

第４条 条例第９条に規定する政務活動費の交付決定に関する通知は、政務活動費交付決

定通知書（様式第４号）によるものとする。 

（実績報告） 

第５条 条例第１０条の規定による実績報告は、政務活動費実績報告書（様式第５号）に

よるものとする。 

２ 条例第１０条第４項の規定による交付申請の取下げは、政務活動費交付申請取下げ申

請書（様式第５号の２）によるものとする。 

 （交付確定通知） 

第６条 条例第１１条の規定による政務活動費の交付確定に関する通知は、政務活動費交

付確定通知書（様式第６号）によるものとする。 

２ 条例第１１条の規定による交付申請の取下げの承認は、政務活動費交付申請取下げ承

認通知書（様式第６号の２）によるものとする。 

（政務活動費の支払） 
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第７条 条例第１２条に規定する政務活動費の請求は、前条の規定による交付確定の通知

のあった日から１０日以内に政務活動費交付請求書（様式第７号）を市長に提出するも

のとする。 

２ 政務活動費の支払は、無利息型かつ政務活動費専用の口座へ振込みにより行うものと

する。 

（会計帳簿等の保存） 

第８条 会派及び無会派議員は、政務活動費に関する会計帳簿及び領収証等の証拠書類を

適切に管理し、その提出すべき日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年間

保存しなければならない。 

（関係書類の閲覧等） 

第９条 条例第１４条第２項の規定により閲覧することができる期間は、条例第１４条第

１項の規定による保存期間が終了する日までの期間とする。 

２ 政務活動費の交付の手続に係る書類は、京丹後市情報公開条例（平成１６年京丹後市

条例第 7 号）第７条に規定する非公開情報を除き、前項に規定する期間中市議会ホーム

ページにおいて公表するものとする。 

（その他） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付の取扱いについては、別に定

める。 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の京丹後市議会政務活動費の交付に関する条

例施行規則の規定は、平成２８年度分の政務活動費から適用する。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

年  月  日 

 

京丹後市議会議長 様 

 

会派名 

代表者名          印 

(電話) 

 

 

政務活動費交付申請書 

 

京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条の規定により、下記のとお

り申請します。 

 

記 

 

１ 会派の名称 

２ 会派結成年月日 

３ 代表者名 

４ 経理責任者名 

５ 所属議員数       人（別添名簿のとおり） 

６ 交付申請額（    年度分）            円 
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様式第２号（第３条関係） 

年  月  日 

 

京丹後市議会議長 様 

 

無会派議員名          印 

(電話) 

 

 

政務活動費交付申請書 

 

京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条の規定により、下記のとお

り申請します。 

 

記 

 

 １ 交付申請額（    年度分）            円 
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様式第３号（第３条関係） 

年  月  日 

 

京丹後市議会議長 様 

 

会派名 

代表者名           印 

(電話) 

 

 

政務活動費変更交付申請書 

 

京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条第２項の規定により、下記

のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 異動年月日 

２ 交付申請額  

変更前           円 

変更後           円 

３ 異動内容 

区分 新 旧 

会派の名称   

代表者名   

経理責任者名   

所属議員数   

異動事由  
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様式第３号（第３条関係） 

年  月  日 

 

京丹後市議会議長 様 

 

無会派議員名           印 

(電話) 

 

 

政務活動費変更交付申請書 

 

京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条第２項の規定により、下記

のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 異動年月日 

２ 交付申請額  

変更前           円 

変更後           円 

 ３ 異動事由 
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様式第４号（第４条関係） 

第     号 

   年  月  日   

 

会派名代表者名 様 

無会派議員名  様 

 

京丹後市長          印  

  

  

政務活動費（変更）交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった政務活動費の交付について下記のとお

り決定したので、京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第４条の規定

により通知します。 

 

 

記 

 

１    年度政務活動費交付決定額             円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参 考）条例第９条の規定に基づく既交付決定額  

   年  月  日現在 

 

円 
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様式第５号（第５条関係） 

年  月  日 

京丹後市議会議長  様 

 

会派名 

代表者名           印 

（電話） 

無会派議員名          印 

（電話） 

 

政務活動費実績報告書 

 

年  月  日付け   第   号により交付決定のあった     年度政務

活動費に係る下記の実施期間における調査研究その他の活動が完了したので、京丹後市議

会政務活動費の交付に関する条例施行規則第５条第１項の規定により、下記のとおりその

実績を報告します。 

記 

１ 政務活動費の額         円（対象期間 ：  月 ～  月） 

２ 政務活動費の対象とした経費の内訳 

区 分 金 額 主な活動 

調査研究費   

研修費   

広報費   

広聴費   

要請・陳情費   

合 計   

３ 調査研究その他の活動の経過 

区 分 金額（円） 

交付決定済額       （a）  

既交付確定額       （b）  

差引額       （a）－（b）  

※ 添付書類 

(1) 調査研究その他の活動の実施状況及び成果を確認できる書類 

(2) 政務活動費の支出額及びその使途に関する書類 

(3) 政務活動費の支出に係る領収証の原本（確認後に返付します。） 
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様式第５号の２（第５条第２項関係） 

年  月  日 

 京丹後市議会議長  様 

 

会派名 

代表者名           印 

（電話） 

無会派議員名          印 

（電話） 

 

 

政務活動費交付申請取下げ申出書 

 

年  月  日付け   第   号により交付決定のあった政務活動費につきま

しては、交付対象期間を通じて調査研究その他の活動に要した経費に充てる必要がなかっ

たので、京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第５条第２項の規定により、

下記のとおり交付申請の取下げを申し出ます。 

 

記 

 

１ 取下げ申し出内容 

年度 交付決定年月日 対象期間 申出額（円） 

    月 ～  月  
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様式第６号（第６条関係） 

第     号 

   年  月  日 

会派名代表者名  様 

無会派議員名   様 

 

京丹後市長      印 

 

 

政務活動費交付確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告の提出を受けた    年度政務活動費＜対象

期間：  月 ～  月＞について、下記のとおり確定したので、京丹後市議会政務活動

費の交付に関する条例施行規則第６条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付確定額              円 
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様式第６号の２（第６条第２項関係） 

第     号 

年  月  日 

 会派名代表者名 様 

 無会派議員名  様 

 

京丹後市長           印 

 

 

政務活動費交付申請取下げ承認通知書 

 

年  月  日付け政務活動費交付申請取下げ申し出については、京丹後市議会政

務活動費の交付に関する条例施行規則第６条第２項の規定により、下記のとおり承認しま

す。 

 

記 

 

１ 取下げ承認内容 

年度 交付決定年月日 対象期間 承認額（円） 

    月 ～  月  
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様式第７号（第７条関係） 

政務活動費交付請求書 

 

請求金額          円 

※右づめにて、金額の頭書に￥を記入すること。 

ただし、     年度政務活動費 

対象期間  月 ～      月 

 

年  月  日付け   第    号により交付決定（額の確定）通知のあ

った政務活動費について、京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第７条の

規定により請求します。 

 

年  月  日 

 

 京丹後市長    様 

 

会派名 

代表者名           印 

（電話） 

無会派議員名          印 

（電話） 

なお、次の口座に振込願います。 

金融機関 
   

本店 
支店 
支所 

預金種別 普通・当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 


